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総
務
費

  

▼
２
款
１
項
１
目
　
一
般
管
理
費

　
　

防
災
用
監
視
カ
メ
ラ
設
置
整
備
費

　
　

に
つ
い
て
、
設
置
場
所
と
数
を
伺

う
。

　
　

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
場
所
は
小
貝

　
　

川
三
谷
橋
付
近
、
本
庁
舎
及
び
二

宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
屋
上
の
３

か
所
に
設
置
予
定
で
あ
る
。

民
生
費

  

▼
３
款
１
項
３
目
　
老
人
福
祉
費

　
　

シ
ル
バ
ー
サ
ロ
ン
運
営
費
に
つ
い

　
　

て
、
事
業
内
容
を
伺
う
。

　
　

高
齢
者
が
気
軽
に
立
ち
寄
り
交
流

　
　

で
き
る
場
所
を
提
供
し
、
健
康
体

操
、
笑
い
ヨ
ガ
、
歌
声
喫
茶
な
ど
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
。

衛
生
費

  

▼
４
款
１
項
３
目
　
保
健
指
導
費

　
　

温
泉
利
用
の
健
康
増
進
事
業
費
に

　
　

つ
い
て
、
事
業
内
容
を
伺
う
。

　
　

肥
満
・
高
血
圧
・
高
血
糖
な
ど
の

　
　

健
康
課
題
の
あ
る
30
歳
か
ら
64
歳

の
市
民
を
対
象
と
し
て
、
健
康
増
進
施

設
を
利
用
し
て
、
水
中
運
動
教
室
、
健

康
づ
く
り
教
室
な
ど
を
開
催
す
る
。

労
働
費

  

▼
５
款
１
項
２
目  

雇
用
支
援
対
策
費

　
　

観
光
ま
ち
づ
く
り
担
い
手
育
成
事

　
　

業
費
に
つ
い
て
、
事
業
内
容
と
何

人
の
雇
用
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
伺
う
。

　
　

観
光
協
会
に
委
託
し
、
市
民
と
協

　
　

働
に
よ
る
観
光
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
人
材
育
成
を
図
る
も
の
で
、
観

光
協
会
職
員
２
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

農
林
水
産
業
費

  

▼
６
款
１
項
３
目
　
農
業
振
興
費

　
　

青
年
就
農
給
付
金
に
つ
い
て
、
対

　
　

象
者
を
何
人
見
込
ん
で
い
る
の
か

伺
う
。

　
　

給
付
対
象
者
は
継
続
者
17
人
で
あ

　
　

り
、
平
成
27
年
度
新
規
に
５
人
を

予
定
し
て
い
る
。

商
工
費

  

▼
７
款
１
項
3
目
　
商
工
振
興
費

　
　

Ｄ
51
型
Ｓ
Ｌ
設
置
整
備
事
業
費
に

　
　

つ
い
て
、
事
業
費
の
内
訳
を
伺
う
。

　
　

車
両
整
備
委
託
費
１
２
２
８
万
５

　
　

千
円
、
車
両
の
運
搬
・
設
置
委
託

費
１
１
３
８
万
８
千
円
、
車
両
設
置
用

軌
道
敷
設
及
び
案
内
看
板
設
置
工
事
費

５
８
５
万
９
千
円
で
あ
る
。

教
育
費

　
　

山
前
小
教
室
棟
改
築
工
事
設
計
業

　
　

務
委
託
費
に
つ
い
て
、
内
容
を
伺

う
。

　
　

山
前
小
及
び
山
前
南
小
、
東
沼
小

　
　

の
統
合
に
伴
い
、
普
通
教
室
12
教

室
及
び
図
書
室
、
図
工
室
、
パ
ソ
コ
ン

教
室
な
ど
教
室
棟
を
建
て
替
え
る
設
計

業
務
委
託
で
あ
る
。

　
　

中
村
小
教
室
棟
増
築
工
事
設
計
業

　
　

務
委
託
費
に
つ
い
て
、
内
容
を
伺

う
。

　
　

中
村
小
及
び
中
村
東
小
、
中
村
南

　
　

小
の
統
合
に
伴
い
、
不
足
す
る
教

室
な
ど
を
増
築
す
る
設
計
業
務
委
託
で

あ
る
。

　

請
願
の
趣
旨
と
し
て
、『
請
願

書
を
議
長
預
か
り
と
す
る
こ
と
は
、

他
市
に
比
べ
、
真
岡
市
民
は
不
平

等
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
１
点
目
と
し
て
、

請
願
の
議
長
預
か
り
を
取
止
め
、

第
１
３
２
条
１
項
に
議
長
預
か
り

を
行
わ
な
い
こ
と
を
付
記
す
る
。

２
点
目
に
、
宇
都
宮
市
の
請
願
、

陳
情
の
取
扱
い
規
程
を
参
考
に
、

真
岡
市
の
請
願
、
陳
情
の
取
扱
い

規
程
を
制
定
す
る
こ
と
。
３
点
目

に
、
平
成
26
年
10
月
に
提
出
し
た

「
真
岡
市
議
会 

議
会
基
本
条
例
制

定
に
関
す
る
請
願
」
の
審
査
を
す

る
こ
と
』
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
の
意
見
と
し
て
、
１

点
目
に
つ
い
て
「
過
去
に
は
、
議

案
を
差
し
戻
す
、
あ
る
い
は
議
長

預
か
り
に
し
て
欲
し
い
と
い
っ
た

地
方
自
治
法
に
抵
触
し
か
ね
な
い

請
願
も
あ
り
、
例
え
ば
議
事
の
混

乱
を
招
く
、
あ
る
い
は
提
出
上
、

問
題
が
あ
る
と
い
う
も
の
に
つ
い

て
、
議
長
預
か
り
と
い
う
可
能
性

が
否
定
で
き
な
い
と
い
う
案
件
が

あ
る
以
上
、
議
長
預
か
り
を
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
付
記
す
る
と
い

う
の
は
難
し
い
」
と
い
う
意
見
で

あ
っ
た
。
２
点
目
に
つ
い
て
は

「
本
来
、
請
願
と
い
う
も
の
は
賛

否
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
き
ち
ん
と
し
た
ル
ー
ル

は
定
め
る
べ
き
だ
と
は
思
う
が
、

宇
都
宮
市
に
お
い
て
も
、
申
し
合

わ
せ
に
よ
る
内
部
基
準
で
あ
り
、

取
扱
規
程
と
し
て
定
め
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
参
考
に

し
て
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」と

い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
３
点
目
に

つ
い
て
は 

「
議
会
基
本
条
例
の
制

定
に
向
け
て
、
慎
重
に
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
前
回
の
請
願
は
、
条
例

制
定
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
定
め

て
あ
っ
た
。
こ
の
条
例
の
制
定
は
、

期
限
を
決
め
て
や
る
も
の
で
は
な

い
。」と
い
う
意
見
や
「
全
議
員
が

議
会
基
本
条
例
を
つ
く
ろ
う
と
進

め
て
い
る
と
き
に
、
当
事
者
で
あ

る
議
員
が
紹
介
議
員
に
な
る
の
は

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
２
人

の
紹
介
議
員
が
ど
う
い
う
立
場
な

の
か
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。」な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

全
会
一
致
に
よ
り
、   「
不
採
択
」

を
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。

もおか市議会だより5

請
願
の
審
査
状
況

議
会
運
営
委
員
会

請
願
第
１
号
に
つ
い
て

予
算
審
査

特
別
委
員
会
の
審
査
か
ら

予
算
審
査

特
別
委
員
会
の
審
査
か
ら

問 問答答

答問問 答答

問

問問 問 答答答

  

▼
10
款
２
項
１
目
　
学
校
管
理
費


